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葉 桜 の 候 、皆 様 に お か れ ま し て は 、益 々 ご 清 栄 の こ と と お

慶 び 申 し 上 げ ま す 。  

通 常 で あ れ ば 『 ゴ ー ル デ ン ウ イ ー ク 』 な の で す が 、 今

年 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響 で 『 ス テ イ ホ ー ム 』 週

間 と な っ て し ま い ま し た 。と は 言 っ て も 、家 で ジ ッ と し

て い ら れ な い の で し ょ う 。芦 屋 川 の 河 川 敷 に は 、家 族 連

れ や ウ ォ ー キ ン グ 、ラ ン ニ ン グ を し て い る 方 が た く さ ん

い ら っ し ゃ い ま し た （ 私 ？ 私 は 郵 便 局 に 行 く と き に 通 っ た だ け で す (^^;)） 。  

さ て 、4 月 終 わ り か ら 大 阪 府 や 兵 庫 県 の 休 業 要 請 に か か る 支 援 金・給 付 金 の 申 請 が

始 ま り ま し た 。 ま た 、 5 月 1 日 か ら は 持 続 化 給 付 金 の 申 請 も 始 ま り ま し た 。  

持 続 化 給 付 金 の 申 請 は 、 原 則 、 電 子 申 請 で す 。 案 の 定 、 繋 が ら な い な ど 、 大 混 雑

だ っ た よ う で す 。 入 力 内 容 等 に つ い て は 、 私 で も お 手 伝 い で き る と こ ろ が あ り ま す

の で 、 ご 不 明 な 点 等 あ り ま し た ら 、 ご 相 談 く だ さ い 。  

そ こ で 、 今 回 の 事 務 所 だ よ り は 、 各 支 援 金 等 の 内 容 を 簡 単 に 挙 げ ま し た 。 大 阪 府

は 5 月 31 日 ま で の 申 請 と な り ま す が 、慌 て ず 書 類 を 整 え て 申 請 さ れ る の が 良 い と 思

い ま す 。  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス は 、4 月 の 終 わ り に は 少 し 落 ち 着 い た よ う な 感 も あ り ま し た が 、

ま だ ま だ 再 流 行 の 恐 れ が あ り ま す の で 、要 注 意 で す 。私 は 、冬 に 再 流 行 し な い か 心 配 し て い ま

す 。未 だ 得 体 の 知 れ な い ウ イ ル ス で 、治 療 法 も 確 立 し て い ま せ ん 。冬 に 再 流 行 と な る と 、寒 さ

＋ 乾 燥 、 人 間 の 体 力 は ダ ウ ン ＋ ウ イ ル ス は 元 気 、 と な っ て し ま い ま す 。 冬 も 「 緊 急 事 態 宣 言 」

が 出 て「 外 出 自 粛 」と な れ ば 、そ れ こ そ 中 小 零 細 企 業 は お し ま い で す 。今 回 の 支 援 金 等 で 何 と

か 乗 り 切 っ た 企 業 も 止 め を 刺 さ れ る こ と に な り ま す 。大 企 業 と は 企 業 体 力 が 違 い ま す の で 、『 収

入 が な く な る 』と い う の は 本 当 に 怖 い で す 。政 府 に は 、今 の 経 験 を 生 か し て 、今 後 の 体 制 と 治

療 法 の 確 立 を し て も ら い た

い で す 。  

で は 、 事 務 所 だ よ り 5 月

号 を お 送 り し ま す 。  

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2020 年 5 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

5 月 11 日   4 月 分 源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 納 付  

5 月 15 日   特 別 農 業 所 得 者 の 承 認 申 請  

 個 人 の 道 府 県 民 税 及 び 市 町 村 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 通 知  

 
3 月 決 算 法 人 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税・消 費 税・地 方 消 費 税・法 人 事 業 税・(法 人 事 業 所 税 )・法 人 住 民 税 ＞  

 

3 月 、 6 月 、 9 月 、 12 月 決 算 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 3 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確

定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 
法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 
9 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ (半 期 分 ) 

 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 6 月 、 9 月 、 12 月 決 算 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 3

月 ご と の 中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,800 万 円 超 の 2 月 、3 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人・個 人 事 業 者

の 1 月 ご と の 中 間 申 告 (1 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 、 個 人 事 業 者 は 3 ヶ 月 分 ) 

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

6 月 1 日  

 確 定 申 告 税 額 の 延 納 届 出 に 係 る 延 納 税 額 の 納 付  

 自 動 車 税 (種 別 割 )の 納 付 （ 5 月 中 に お い て 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 日 ）    

 鉱 区 税 の 納 付 （ 5 月 中 に お い て 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 日 ）  

 

 

 ☆  持 続 化 給 付 金   

 

今 般 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に よ り 緊 急 事 態 宣 言 後 、企 業 に 対 し て 資 金 繰 り 対 策 や 雇 用 調 整 助

成 金 な ど の 支 援 策 が 発 表 さ れ ま し た が 、資 金 繰 り 対 策 は 、あ く ま で 借 入 れ で あ っ て 返 済 が 必 要

で す 。雇 用 調 整 助 成 金 は 、申 請 書 類 が 簡 素 化 さ れ た と は い え 、就 業 規 則 や 雇 用 条 件 が 整 備 さ れ

て い な い 中 小 零 細 企 業 で は 使 い づ ら い も の と な っ て い ま し た 。そ ん な 中 、返 済 不 要 の 支 援 金 と

し て 待 ち に 待 っ た 「 持 続 化 給 付 金 」 の 申 請 が 始 ま り ま し た 。  

持 続 化 給 付 金 は 、「 感 染 症 拡 大 に よ り 、営 業 自 粛 等 に よ り 特 に 大 き な 影 響 を 受 け る 事 業 者 に

対 し て 、事 業 の 継 続 を 支 え 、再 起 の 糧 と し て い た だ く た め 、事 業 全 般 に 広 く 使 え る 給 付 金 」と

な っ て い ま す （ 法 人 200 万 円 、 個 人 100 万 円 ） 。 本 当 に 再 起 の 糧 と な る の か ？ 自 粛 要 請 が 5

 

 

外 出 自 粛 。外 出 し て も

常 に マ ス ク で 、口 元 が

見 え ま せ ん 。少 し 遊 ん

で み ま し た (^^)。  

外 出 自 粛 。馴 染 み の 理 容 店 に

は 申 し 訳 な い で す が 、自 宅 で

散 髪 し て み ま し た (^^;)。  
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月 末 ま で 伸 び そ う な 気 配 で す が 、そ こ ま で 企 業 が 保 つ の か … ？ そ の ほ う が 心 配 で す が 、こ こ で

は 主 な 要 件 と 必 要 書 類 を 挙 げ て お き ま す 。詳 し く は 、経 済 産 業 省 の ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 下 さ い 。 

 

☆  要 件  

2020 年 4 月 1 日 時 点 に お い て 、 次 の い ず れ か を 満 た す こ と 。 た だ し 、 組 合 等 に つ い て は 、

別 途 規 定 が あ り ま す 。  

(1) 2019 年 以 前 か ら 事 業 に よ り 事 業 収 入 （ 売 上 ） を 得 て お り 、 今 後 も 事 業 を 継 続 す る 意

思 が あ る こ と 。  

(2) 2020 年 １ 月 以 降 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 拡 大 の 影 響 等 に よ り 、 前 年 同 月 比 で 事

業 収 入 が 50％ 以 上 減 少 し た 月 （ 以 下 「 対 象 月 」 と い う 。 ） が 存 在 す る こ と 。 対 象 月 は 、

2020 年 1 月 か ら 申 請 す る 月 の 前 月 ま で の 間 で 、前 年 同 月 比 で 事 業 収 入 が 50％ 以 上 減 少 し

た 月 の う ち 、 ひ と 月 を 任 意 で 選 択 。  

 

☆  必 要 書 類  

(1) 申 請 書 類 （ Web 受 付 ペ ー ジ か ら 入 力 ）  

(2) 添 付 書 類  

・確 定 申 告 書 の 写 し   ・ 2020 年 分 の 対 象 と す る 月 の 売 上 台 帳 等   ・通 帳 の 写 し  

確 定 申 告 書 や 売 上 台 帳 、通 帳 の 写 し は 、Ｐ Ｄ Ｆ フ ァ イ ル や 写 真 で 送 り ま す 。ス マ ホ で も 申 請

で き ま す 。  

 

 

 ☆  大 阪 府 の 休 業 支 援 金   

 

次 に 、 大 阪 で は 4 月 14 日 か ら 国 の 緊 急 事 態 宣 言 を 受 け て 、 施 設 の 使 用 制 限 の 要 請 等 が 行 わ

れ ま し た 。こ れ に よ っ て 、特 に 深 刻 な 影 響 を 被 っ て い る 中 小 企 業・個 人 事 業 主 を 対 象 に 、家 賃

等 の 固 定 費 を 支 援 し 、将 来 に 向 け て 、事 業 継 続 を 下 支 え す る「 休 業 要 請 支 援 金（ 府・市 町 村 共

同 支 援 金 ） 」 が 支 給 さ れ る こ と に な り ま し た 。 支 給 額 は 、 中 小 企 業 100 万 円 、 個 人 事 業 50 万

円 と な っ て い ま す 。 申 請 は 、 4/27 か ら で す 。  

詳 し く は 、 大 阪 府 か 大 阪 市 の ホ ー ム ペ ー ジ で ご 確 認 下 さ い 。  

 

☆  主 な 要 件  

令 和 2 年 3 月 31 日 以 前 に 開 業 し 、営 業 実 態 の あ る 中 小 企 業・個 人 事 業 主 で 、下 記 の (1)か ら

(3)ま で の 3 つ の 要 件 を す べ て 満 た す こ と 。  

(1) 大 阪 府 内 に 主 た る 事 業 所 を 有 し て い る こ と 。  

・ 中 小 企 業 ： 本 社 が 大 阪 府 内 に あ る こ と 。  

・ 個 人 事 業 主 ： 事 業 所 が 大 阪 府 内 に あ る こ と 。  

(2) こ の「 要 請 等 」を 受 け 、令 和 2 年 4 月 21 日 か ら 5 月 6 日 ま で の 全 て の 期 間 に お い て 、

支 援 金 の 対 象 と な る 施 設 を 全 面 的 に 休 業 す る 、 当 該 施 設 の 運 営 事 業 者 で あ る こ と 。  

(3) 令 和 2 年 4 月 の 売 上 が 前 年 同 月 対 比 で 50％ 以 上 減 少 し て い る こ と 。  

 

☆  必 要 書 類  

(1) 申 請 書 類  

・ 申 請 書 （ 様 式 1） （ Web 受 付 ペ ー ジ か ら 入 力 ）  

・ 申 請 要 件 確 認 書 （ 様 式 2）   

・ 誓 約 書 （ 様 式 3）  

(2) 添 付 書 類  

・ 確 定 申 告 書 の 写 し   ・ 使 用 制 限 を 受 け る 施 設 の 写 真   ・ 本 人 確 認 書 類  

・ 売 上 減 少 を 比 較 で き る 書 類   ・ 振 込 先 の 金 融 機 関 の 通 帳 の 写 し  

・ 営 業 許 可 証   ・ 賃 貸 借 契 約 書  な ど  

 

 

 ☆  兵 庫 県 の 経 営 継 続 支 援 事 業   

 

大 阪 府 に 続 き 兵 庫 県 で も 4 月 15 日 か ら 一 定 の 業 種 ・ 施 設 に つ い て 使 用 停 止 や 時 短 営 業 の 要

請 が 出 さ れ ま し た 。こ れ に 基 づ き 支 援 金 を 県・市 町 が 協 調 し て 支 給 す る こ と と な り ま し た（ 趣

旨 は 大 阪 府 と 同 じ で す ） 。 そ の 内 容 が 、 4/28 夕 方 に や っ と 明 ら か に な り ま し た 。  

詳 し く は 、 兵 庫 県 の Ｈ Ｐ を 見 て い た だ き た い の で す が 、 要 件 と 必 要 書 類 を 記 載 し ま す 。  

 

☆  主 な 要 件  

主 と し て 次 の 3 つ を 満 た す こ と 。  

(1) 兵 庫 県 内 に 事 業 所 を 置 く 中 小 法 人 及 び 個 人 事 業 主 で 令 和 2 年 3 月 1 日 以 前 に 創 業 し て

い る こ と  

(2) 令 和 2 年 4 月 ま た は 5 月 の 売 上 が 前 年 同 月 対 比 で 50％ 以 上 減 少 し て い る こ と  

(3) 県 の 休 業 要 請 等 に 応 じ て 、 対 象 と な る 施 設 を 期 間 中 、 継 続 し て 休 業 し て い る こ と  

 

☆  必 要 書 類  

(1) 申 請 書 （ 紙 ベ ー ス で す ）  

(2) 添 付 書 類   

・ 誓 約 書    ・ 本 人 確 認 書 類   ・ 令 和 2 年 3 月 1 日 以 前 か ら 営 業 活 動 を 行 っ て

い る こ と が 分 か る 書 類   ・ 休 業 等 の 対 象 施 設 で あ る こ と が 分 か る 書 類  

・休 業（ 営 業 時 間 の 短 縮 ）を し た こ と が 分 か る 書 類   ・平 成 31 年 4 月 及 び 令 和 2

年 4 月 （ ま た は 、 令 和 元 年 5 月 及 び 令 和 2 年 5 月 ） の 売 上 が 分 か る 書 類  

 

こ の よ う な 申 請 、Ｑ ＆ Ａ も あ る の で す が 、分 か る よ う で 分 か ら な い … 。急 な 施 策 な の で 仕 方

な い の か も し れ ま せ ん が 、 頭 の 良 い 人 が 頭 の 中 で 作 っ た も の 、 っ て 感 じ で す 。  

 

面 白 い の は 、大 阪 府 で は 書 類 に 印 鑑（ 実 印 ）が 必 要 で 、

兵 庫 県 は 自 署 と な っ て い る 点 で す ね 。在 宅 勤 務 が で き な

い 理 由 の 一 つ と し て 判 子 文 化 が 挙 げ ら れ て い ま し た が 、

兵 庫 県 は 批 判 を 受 け な い よ う に し た の か も し れ ま せ ん 。 

西 田 成 希 税 理 士 事 務 所  
〒 6 5 9－ 0 0 5 3  

兵 庫 県 芦 屋 市 松 浜 町 6 番 1 4－ 2 号  

電 話   0 9 0－ 7 4 9 0－ 7 3 9 6  

F A X    0 7 9 7－ 7 8－ 6 4 8 8  


